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背景   
国際会計基準審議会（以下、IASB 又は審議会）は 2020 年 11月 27 日に、公開草案「セ

ール・アンド・リースバックにおけるリース負債（IFRS 第 16号に対する改訂案）」（本 ED）を

公表した。IASBは、IFRS第16号を改訂し、セール・アンド・リースバック取引において生じる

使用権資産及びリース負債を当初測定するにあたり、売手である借手が用いる方法及び当

該負債をどのように事後測定すべきかを明確化することを提案している。  

セール・アンド・リースバック取引では、ある企業（売手である借手）から別の企業（買手であ

る貸手）へ、資産が移転されると同時に、売手である借手が同じ資産をリースバックする。  

IFRS 第 16 号におけるセール・アンド・リースバック取引に関する定めを改善するために本

ED が提案されている。これにより、IFRS第 16号のセール・アンド・リースバックに関する定

めの原則が変わることはなく、セール・アンド・リースバック取引に関係しないリースの会計

処理が変更されることもない。   

本 ED に対するパブリックコメントは、2021 年 3 月 29 日まで受け付けられる。    

重要ポイント   

► IASBは、IFRS第16号を改訂し、

セール・アンド・リースバック取引に

おける使用権資産及びリース負債

を当初測定するにあたり、売手であ

る借手が用いる方法を明確にする

ことを提案した。 
► 改訂案はまた、セール・アンド・リ

ースバック取引における負債を、

売手である借手がどのように事後

測定するかについても取り扱って

いる。 

► コメント募集期限は、2021年3月

29日である。 
 



 
 
 

IFRS第 16 号の改訂案   

当初測定   
資産の移転が、IFRS 第 15号「顧客との契約から生じる収益」の定めに従って売却として会

計処理するための要件を満たすセール・アンド・リースバック取引について、IFRS 第 16 号

第 100 項(a)は、売手である借手は、資産の従前の帳簿価額のうち自らが保持する使用権

が占める割合を基に、リースバックから生じる使用権資産を測定すると定めている。   
改訂案は、売手である借手は、上記の帳簿価格に占める割合を、予想リース料の現在価値

と、売却した資産の公正価値とを比較して算定することを明確化している。  

予想リース料は、市場レートでのリース期間中の使用権資産に関する以下の項目で構成さ

れる。  

►  リース・インセンティブ控除後の固定支払い（実質的な固定支払いを含む） 

►  変動リース料（指数又はレートに応じて決まるかどうかは問わない） 。これは、IFRS第

16 号に定められる一般的なモデルからは逸脱する。  
►  残価保証に基づいて売手である借手が支払うと見込まれる金額   

►  リース期間が、売手である借手がリースを解約するオプションを行使することを反映す

る場合のリースを解約するためのペナルティの支払い 

 

予想リース料の現在価値は、容易に算定できる場合には、リースの計算利子率を用いて算

定する。リースの計算利子率が容易に算定できない場合には、追加借入利子率を用いる。 
改訂案はまた、売手である借手はリースバックから生じるリース負債を認識するということも

明確化している。売手である借手は、開始日時点で未だ支払われていない、（上述の）予想

リース料を、上記のような割引率を使用して現在価値に割引いてリース負債を当初測定す

る。   

事後測定   

本改訂案は、売手である借手は、リースバックから生じる使用権資産については、IFRS第

16 号の既存の定めに従って、事後測定することを明確化している。  

本改訂案を適用して売手である借手は、以下を通じてリースバックから生じるリース負債を

事後測定する。 

►  リース負債に生じる金利を反映させるために帳簿価額を増加させる。 

►  開始日に算定された、当該報告期間の予想リース料（又は該当する場合には当該報告

期間に係る修正した予想リース料）を反映するために帳簿価額を減額する 。 

►  指数又はレートの変動（市場の賃料の見直しによる市場の賃料の変更を反映する指数

又はレートの変動を含む）から生じる将来リース料の変更を除き、リース負債の見直し又

はリースの条件変更を反映するため、あるいは、実質的に固定となるリース料の修正を

反映するために帳簿価額を再測定する。リースの条件変更又はリース期間の変更の場

合には、修正リース料は再測定日時点の修正後の予想リース料になる。リース期間の変

更又はリース条件の変更を除き、売手である借手は、将来の変動リース料について予想

が変ったとしても、その変動を反映するためにリース負債を再測定してはならない。 
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►  実際のリース料支払額が報告期間の予想リース料を超過する場合には、その超過

額を純損益に認識する。実際の支払額が予想リース料に不足する、又は不足部分が

解消される場合、売手である借手はリース負債の帳簿価額も修正し、対応する修正

を純損益で認識する。 

 

経過措置及び発効日   

本 ED では、売手である借手は、IAS 第 8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤

謬」に従って本改訂を、IFRS第 16号適用開始日後に行われるセール・アンド・リースバッ

ク取引に遡及適用する。ただし、リースの条件変更又はリース期間の変更への遡及適用

が後知恵によってのみ可能となる場合は、遡及適用しない旨提案されている。その場合に

は、売手である借手は、リースの修正後の予想リース料を、本改訂を初めて適用する年度

の期首時点で算定する。 

借手は、本改訂を今後決定される日付以降に開始する年度から適用することになるが、

早期適用も容認される。 

IFRS第 16号の設例   

本 ED は、IFRS 第 16号の設例を修正することを提案している。設例 24が改訂され、固

定支払いで、市場条件以上のセール・アンド・リースバック取引が例示される。本 EDはま

た、変動リース料を伴うセール・アンド・リースバック取引を例示する設例 25 を新たに設け

ることを提案する。 

 

次のステップ   

コメントの募集期限は、2021 年 3 月 29 日である。我々は、利害関係者の皆様が本改

訂案に関するフィードバックを IASBに提出されることを望む。 

   
 
  

弊社のコメント   

今回の IFRS 第 16号の改訂案で、セール・アンド・リースバック取引で生じる使用権

資産及びリース負債の当初測定及び事後測定が明確化される。そうしたリース負債

は、指数又はレートに応じて決まるかどうかを問わず、全ての変動リース料の現在価

値を含む。これは、指数又はレートに応じて決まることのない変動リース料は、その

ような支払いを生じさせる事象又は状況が発生する期間に純損益に認識しなければ

ならないとする一般的なリースモデルからは逸脱するものである。 
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